
 

仕 様 書 

 

１ 件名   エンサイトシステムの賃貸借 

 

２ 賃貸借物件     エンサイトシステム一式 

            アボットメディカルジャパン EnSiteX Base System 

 

３ 契約期間      令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

     

４ 納入場所  名古屋市千種区若水一丁目２番２３号 

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 

心臓カテーテル室 

 

５ 保守管理体制 

  名古屋市及び隣接する市町村に人員を配置し、機器の保守管理及び緊急時に専用の人

員を派遣できる体制であること。 

 

６ 支払方法 

 (1) 賃貸人は、賃借人に対し１か月を単位として賃借料を請求し、賃借人は、適法な請

求書を受理した日の翌月末日までに賃貸人に支払うものとする。支払期日が銀行の休

業日にあたる場合は、直前の銀行営業日までに支払いすることとする。 

 

７ 妨害又は不当要求に対する届出義務 

(1) 賃貸人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法な行為等

で、業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請

求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の

方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた

場合は、本学へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。 

(2) 賃貸人が前号に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又

は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方と

しない措置を講じることがある。 

 

８ その他 

(1) 賃貸人は、借入期間の初日までに機器すべてを使用可能な状態に調整し、担当職員

の確認を受けること。 

(2) 賃貸人の負担により、納品確認までに機器操作に係る研修を実施するとともに、契

約期間内においては機器操作上の不明点や疑問点等の相談に応じ、適切な指導を行う

こと。 



 

(3) 賃貸人は、借入機器が正常に稼働しなくなったときは、直ちに機器等の設置場所に

赴き、迅速に修理・調整を行うこと。また、借入機器の故障に迅速に対応するため、

交換部品及び代替機器を常備すること。 

(4) 業務の履行にあたり、別記「情報取扱注意項目」及び「障害者差別解消に関する特

記仕様書」を遵守しなければならない。 

(5) 本仕様書に定めるもののほか、乙はその他関係法規に従うこと。 

(6) 本仕様書に定めのない事項については、担当者と協議の上、実施するものとする。 

 



別記





別記


